
　市民の皆さんのさまざまな意見に柔軟かつ迅速に対応し、
良質なサービスを提供できるよう、組織の再編を行います。
　市役所内の組織機構、業務内容は、次のとおりです。

４月１日から
市役所の組織が変わります

部 課 係 主な業務 電話番号

総務部

総務課

庶務文書係
人事給与係
衛生管理係

条例・規則、地縁団体、情報公開、
職員給与、福利厚生、職員の衛生管理、
秘書、広報・公聴

37・6112

秘書広報係 37・6113
防災対策課 消防防災係 消防、防災、交通安全、防犯 37・6119

企画政策課

企画経営係
政策調整係
市民協働推進係

総合計画、行政改革、統計調査、
公共交通、男女共同参画、市民協働、
電算システム

37・6115

情報政策係 37・6116

財政課
財政係
管財係
契約管理係

予算、財政計画、庁舎管理、公有財産、
指名願い（工事・物品）、契約管理 37・6117

市民部

市民課
市民係
窓口係

各種証明発行、住民異動、戸籍届出、
印鑑登録、パスポート申請 37・6100

人権・同和対策室
人権・同和対策係

人権啓発・相談、消費生活相談
37・6136

消費生活相談係 72・5667

国保年金課
国保年金係
後期高齢者医療係

国民健康保険、国民年金、
後期高齢者医療 37・6101

環境課　
環境係
廃棄物対策係

一般廃棄物、リサイクル推進、
ごみの不法投棄対策、環境衛生、
改葬許可、犬の登録、ごみ処理

37・6102

施設係 66・1630

税務課
課税係
資産税係

市税の証明、住民税、国民健康保険税、
固定資産税、軽自動車税、納税相談、
市税の徴収

37・6103

納税対策係 37・6104

福祉部

社会福祉課
地域福祉係
子育て支援係
保護係

パーキングパーミット、児童福祉、
児童手当、子どもの医療費助成、
ひとり親家庭、生活保護、生活困窮者支援

37・6107

高齢障がい支援課
高齢者支援係
障がい者支援係
地域包括推進係

高齢者の支援、障がい者の支援、
介護サービス、介護予防 37・6108

健康増進課

保健予防係
母子保健係
健康づくり係
保健福祉センター係

健康診断、健康相談、予防接種、
母子手帳、歯科保健、健康づくり、
保健福祉センター管理運営

37・6106

※新規・変更箇所（課・係）については� 青太字 �で表記しています。
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ご不明な点は、総務課もしくは担当課へお問い合わせください。

 総務課（西館２階）  【担当】空閑・村岡　☎３７・６１１２

部 課 係 主な業務 電話番号

会計局 審査出納係 公金の出納、決算 37・6105

議会事務局 庶務係、議事調査係 議会本会議・委員会、公聴会 37・6133

監査委員事務局 監査事務 37・6134

選挙管理委員会事務局 選挙事務 37・6114

産業部

農林水産課
農政企画係
農産係
水産林務係

農振除外、就農支援、有害鳥獣対策、
農業・畜産業、林業、水産業 37・6125

農村整備課
整備係
管理係
国県営対策係

農業農村整備事業、農地・農業用施設災害
復旧、農業用水対策、農業用施設維持管理、
多面的機能支払、国・県営事業推進

37・6127

商工観光課
商工観光係
企業誘致係

商工業、中小企業等金融対策、
雇用対策、観光振興、企業誘致 37・6129

農業委員会事務局 庶務係 農地転用、農地貸借・売買、
農業者年金 37・6126

建設部

建設課
工務係
管理係

道路・橋梁・河川・水路、
公共土木施設災害復旧、
市営住宅、法定外公共物の占用、
交通安全施設の整備

37・6120

下水道課
工務係
管理係

下水道整備、下水道使用料、
下水道維持管理、浄化槽整備 37・6122

まちづくり推進課 まちづくり推進係
市街地整備管理係

都市計画及び都市計画道路、景観、
公園・緑地、土地区画整理、開発行為、
建築確認、優良宅地及び優良住宅認定、
市街地活性化、定住・空き家対策、
大学誘致

37・6121

37・6146

教育委員会

教育総務課

庶務係
施設係
学事係
学校給食係

教育委員会会議、育英資金（奨学金）、
学校施設整備、児童・生徒の転入学、
就学援助、放課後児童クラブ、通学区域、
学校給食、学校食育

37・6130

保育幼稚園課 保育幼稚園係 保育園・幼稚園・認定こども園 37・6109

学校教育課 指導係 小学校・中学校、教育相談（いじめ・
体罰・就学相談などを含む） 37・6131

生涯学習課
社会教育係
社会体育係

社会教育、公民館、青少年健全育成、
社会教育関係団体、野外研修センター、
スポーツ振興、社会体育施設

37・6132

※�市役所外の、水道課（小城公民館内）、文化課（桜城館内）、各公民館、窓口出張所、授産場および市民病院
は、変更がないため掲載していません。
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